
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
五
号

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
十
月
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
四
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

皓

喜

第
十
七
条
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
た
め
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
た
め
、
委
員
長
の
指
定
す
る
委
員
が
そ
の

職
務
を
代
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
委
員
長
の
公
印
を
使
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


		2012-01-04T07:48:53+0900
	naraken.




